
大阪府流域下水道事業経営戦略（案）の修正内容

（１）令和５年度第１回大阪府流域下水道事業経営戦略審議会での指摘等を踏まえた修正

頁 内　　容 頁 内　　容

1 1
第１章　１ 経営戦略策定の趣旨

見直しの要点を追記すべき。 1 今回見直しの要点を追記。

2 27

第５章　１ 老朽化対策の推進

健全度1は、「著しい劣化。いつ機能停止して
もおかしくない状態」と定義されているが、健
全度1の解消をめざしている令和9年度まで4年
以上もあるが大丈夫なのか。表現の仕方を工夫
した方がよい。

27

改築更新完了までの危機管理対応策を追記。

3 ―

第５章

今回中間見直しにより新たに追加した施策につ
いて、可能な限り定量的な成果指標の設定をす
べき。また、従来からの施策のうち、定量的な
成果指標の設定がないものについても、同様に
指標の設定をすべき。

―

成果指標（定量的な成果指標の設定が難しいものに
ついては取組目標）を明記。
上記に併せて、本文を追記・修正。

30

3 合流式下水道の改善

【成果指標】
雨水沈砂池のドライ化実施機場数　13機場
スクリーンの目幅縮小実施機場数　  7機場

31

４ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

【取組目標】
管路台帳の電子化完了
ポンプ場遠隔監視の導入

36

7 下水道資源・エネルギーの有効利用

【取組目標】
導入における課題解決のための新技術開発支援や受
入先の開拓

37

8 カーボンニュートラルの推進

【取組目標】
「ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン」に
基づく取組を推進

39

10 民間活力の活用

【取組目標】
管路施設の包括管理業務の導入

40

11 広域化・共同化

【取組目標】
広域化・共同化計画に基づく取組メニューの推進

42

13 高度処理（公共用水域に対するニーズ変化への対応）

【取組目標】
目標処理水質の決定と将来施設配置計画の策定

43

14 下水道事業のPR活動

【取組目標】
SNS等を活用した下水道の魅力・情報発信を月1回
以上実施
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44

15 人材育成と技術の伝承

【取組目標】
市町村のニーズに沿った研修を年5回以上実施

4 48

第６章　１ 収益的収支　収益的収支の試算条件

雑支出の表記（消費税にかかる仕入控除額）を
適切な表現に改めるべき。

48
「控除対象外消費税額を計上」に修正。

5 49

第６章　2 資本的収支　資本的収支の試算条件

受託金についての記述があるが、資本的収支の
表には受託金の記載がない。

49
不要のため削除。

6 52

第６章　４ 収支見通しの結果　図45

令和5年度以降の維持管理費の増加について
は、電力価格高騰等が原因と推察するが、その
内容を記載した方がわかりやすい。

55
電力価格の推移のグラフ（図22）を再掲。

7 55

第６章 ５ 収支見通しにおける留意事項について 収支改
善の取組

従量単価方式に関する府の見解を記述すべき。 55 府の見解を追記。

（２）令和５年度第１回大阪府流域下水道事業経営戦略審議会後に事務局で修正した事項

番号 頁

1 ―

2 17

3 17

4 19

5 21

6 25

7
37

8 42

9
46
51

10 50

11 51

12 54

13 57

第６章　５ 収支見通しにおける留意事項について　物価高騰への対応

最新の電力価格動向等を踏まえた表現に修正

第７章　２ 中長期的な改築更新費の増大への備え　図51

設備再構築のサイクルをより適切な表現に修正

内　　容

図表を最新公表データに時点修正

第3章　２ 下水道事業を巡る国の動向　流域治水関連法の一部改正

文末を適切な表現に修正（進めていきます ⇒ 進めています）

第3章　２ 下水道事業を巡る国の動向　下水汚泥の肥料化

各地方公共団体において、肥料化の取組が求められている旨を追記

第4章　1 大阪府流域下水道事業の経営状況　収益的収支

より詳細な表現に修正（維持管理費 ⇒ 維持管理費（管渠・ポンプ場・処理場費＋総係費））

第４章　２ 経営改善に向けた取組　減価償却費に対する利用者負担制度の導入

よりわかりやすい表現に修正

第５章　下水道を取り巻く環境の変化への対応

浸水対策の記載位置に誤りがあったため修正（「安全で安心なまちづくりの推進」の項目として記載）

第５章　８ カーボンニュートラルの推進

施策タイトルを修正（カーボンニュートラル社会の実現 ⇒ カーボンニュートラルの推進）

第５章　13 高度処理（公共用水域に対するニーズ変化への対応）

施策タイトルを修正（高度処理(人口減少化社会への対応) ⇒ 高度処理(公共用水域に対するニーズ変化への対
応)）

第６章　１ 収益的収支　収益的収支の見通し ／ ４ 収支見通しの結果

令和5年度以降も減価償却費に対応した収入が不足することにより、純損失が発生する旨を追記

第６章

建設費及び維持管理費の財源構成図を追加

第６章　４ 収支見通しの結果　図44

減価償却費に対する利用者負担額の推移に対する補足説明を追記

－ 2 －


